
入札公告 

次のとおり一般競争入札に付します。 

 

令和 8 年 1 月 22 日 

地方独立行政法人宮城県立こども病院 

理事長  今泉 益栄 

１ 競争に付する事項 

（１）調達案件 

   デジタル複合機の賃貸借及び保守業務 

（２）調達案件詳細 

   別紙仕様書記載のとおり 

（３）契約期間 

   令和 8 年 4 月 1 日から令和 13 年 3 月 31 日まで（60 か月） 

（４）納入場所及び保守業務履行場所 

   宮城県仙台市青葉区落合四丁目 3 番 17 号 

   宮城県立こども病院 

（５）入札方法 

   入札金額については、別添の「入札内訳書」及び「入札内訳書詳細」に基づき算出

したデジタル複合機の賃貸借料金及び保守料金の 1 か月あたりの総価とする。なお、

総価には仕様書に示す「デジタル複合機の賃貸借及び保守業務」に係る一切の費用を

含むものとする。 

   落札決定に当たっては入札書に記載された金額に当該金額の 10％に相当する額を加

算した金額をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか

免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の 110 分の 100 に相当する金額（税抜

金額）を入札書に記載すること。 

   入札書には別添の「入札内訳書」及び「入札内訳書詳細」を添付すること。 

 

２ 競争参加資格 

（１）地方独立行政法人宮城県立こども病院契約実施規程第 2 条及び第 3 条の規定に該当

しない者であること。 

（２）宮城県から物品調達等に係る競争入札の参加資格制限の措置を受けている期間中の

者でないこと｡ 

（３）平成 12 年 3 月 31 日以前に民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）附則第 2 条によ

る廃止前の和議法（大正 11 年法律第 72 号）第 12 条第 1 項の規定による和議開始の申

立てをしていない者であること｡ 



（４）平成 12 年 4 月 1 日以後に民事再生法第 21 条第 1 項又は第 2 項の規定による再生手

続開始の申立てをしていない者又は申立てをなされていない者であること｡ただし、同

法第 33 条第 1 項の再生手続開始の決定を受けた者が、その者に係る同法第 174 条第 1

項の再生計画認可の決定が確定した場合にあっては、その者を再生手続開始の申立て

をしなかった者又は申立てをなされなかった者とみなす。 

（５）会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）第 17 条第 1 項又は第 2 項の規定による更生

手続開始の申立てをしていない者又は申立てをなされていない者（同法附則第 2 条の

規定によりなお従前の例によることとされる更生事件に係るものを含む｡）であること｡

ただし、同法に基づく更生手続き開始の決定を受けた者がその者に係る更生計画認可

の決定があった場合にあっては、その者を更生手続開始の申立てをしなかった者又は

申立てをなされなかった者とみなす｡ 

（６）宮城県入札契約暴力団等排除要綱（平成 20 年 11 月 1 日施行）別表各号に規定する

次のいずれにも該当しない者であること。 

   ア 入札に参加しようとする者の役員等（法人の場合は非常勤を含む役員及び支配

人並びに支店又は営業所の代表者、その他の団体の場合は、法人の役員等と同様

の責任を有する代表者及び理事等、個人の場合は、その者並びに支配人及び営業

所の代表者をいう。以下同じ。）が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法

律（平成 3 年法律第 77 号。以下「暴対法」という。）第 2 条第 6 号に規定する暴

力団員（以下「暴力団員」という。）である場合又は暴力団員が経営に事実上参加

していると認められるとき。 

イ 入札に参加しようとする者又はその役員等が、自社、自己若しくは第三者の不

正な利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴対法第 2 条第 2 号

に規定する暴力団（以下「暴力団」という。）、暴力団員又は暴力団、暴力団員に

協力し、若しくは関与する等これと関わりを持つ者として、警察から通報があっ

た者若しくは警察が確認した者（以下「暴力団関係者」という。）の威力を利用す

るなどしていたと認められるとき。 

ウ 入札に参加しようとする者又はその役員等が、暴力団、暴力団員若しくは暴力

団関係者（以下、「暴力団等」という。）又は暴力団等が経営若しくは運営に関与

していると認められる法人等に対して、資金等を提供し、又は便宜を供与するな

ど積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与していると認められるとき｡ 

エ 入札に参加しようとする者又はその役員等が、暴力団等と社会的に非難される

べき関係を有していると認められるとき｡ 

オ 入札に参加しようとする者又はその役員等が、暴力団等であることを知りなが

ら、これと取引したり、又は不当に利用していると認められるとき｡ 

 

 



３ 入札書の提出場所等 

（１）入札書の交付期間 

令和 8 年 1 月 22 日（木）から令和 8 年 2 月 8 日（日）まで 

（２）入札書及び入札説明書の交付方法 

   宮城県立こども病院ホームページ内よりダウンロードすること。 

（３）入札及び開札の日時・場所 

   令和 8 年 2 月 9 日（月）10 時 00 分  

宮城県立こども病院 本館 2 階会議室 

（４）問い合わせ先 

   〒989-3126 宮城県仙台市青葉区落合四丁目 3 番 17 号 

   宮城県立こども病院  事務部 経営企画課 藤本 尚子 

   電話 022-391-5111  電子メール kikaku@miyagi-children.or.jp 

（５）質疑及び回答 

仕様書等について疑義がある場合は、別添質疑書を上記（４）へ電子メールにより

書面で提出すること。質疑書の受付は、令和 8 年 1 月 29 日(木) 正午までとし、回答は

提出者に電子メールにより送付し、ホームページ内へ掲載する。なお、回答により、

別紙仕様書に追加または修正が生じた場合は、速やかにホームページ内に通知する。 

 

４ その他 

（１）契約手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本通貨に限る。 

（２）入札保証金及び契約保証金は免除する。 

（３）本公告に示した競争参加資格のない者が提出した入札書及び入札書において必要と

される義務を履行しなかった者の提出した入札書は無効とする。 

（４）契約書作成の要否  要 

（５）支払いの条件 

   各月経過後、適法な支払請求書を受理した場合において、受理した月の翌月末日ま

でに支払うものとする。 

（６）落札者の決定方法 

   入札書を提出した入札者であって、当院で作成した予定価格の範囲内で最低価格を

もって有効な入札を行った者とする。その者と交渉が決着しなかった場合は、次順位

者との契約交渉を実施する。 

（７）詳細は、別紙入札説明書による。    
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